
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ July  

発行／宮城県消費生活センター 

 

みやぎの消費生活情報 
Information on Consumer Affairs of MIYAGI 

 

I N D E X 
◆公的機関をかたる不審な電話にご用心！ 

 

 

 

◆7 月 1 日から消費者ホットライン「１８８（嫌や）」 

◆夏の製品事故に気をつけましょう 

 

 

 

 

月号 

第 64号 

号 
 がスタートします！ 

公的機関をかたる不審な電話にご用心！ 

個人情報流出のニュースや国の大きな調査などがあると、それに便乗したような公的機関など

をかたる不審電話に関する相談が増えます。 

相手の話を聞いてしまうと、さまざまな理由をつけて個人情報を聞き出されたり金銭を要求さ

れる場合があるので、少しでもおかしいと思ったら、すぐに電話を切るようにしましょう！！ 

●消費生活センター等の公的機関が「個人情報を削除する」などと言って電話をかけるこ

とは絶対にありません。公的機関を装って個人情報の削除を持ちかける電話は詐欺で

す！相手にせず、すぐに電話を切りましょう。 

●９月から行われる「国勢調査」をかたる不審な電話も発生しています。国勢調査は、総

務大臣が任命する「国勢調査員」が各世帯を訪問の上、インターネットや紙の調査票に

より行う調査です。したがって、国や県などが電話やメールで国勢調査を 

依頼したりすることはありません。 

●このような不審な電話があった場合は、相手にせず、お住まいの地域 

の消費生活相談窓口にご相談・情報提供ください。 

消費生活センターから「あなたの個人情報が３社に漏れています。こ

れらの会社を利用したことはありますか？」と電話がきた。「ない」と答

えると、「では、情報を削除したほうがいいですね？」と言われ、「はい」

と答えた。具体的に何の情報が漏れたかは言われなかったが、削除が終

了したら再度電話すると言われ、電話が切れた。消費生活センターでは、

そのような電話をかけているのか？ 

★アドバイス★ 

 

◆消費者を守る消費生活のルール～再勧誘の禁止～ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏の製品事故に気をつけましょう！ 

 

☆未回収のリコール製品で事故が発生しています！☆ 
お持ちの製品にリコール製品はありませんか？下記ホームページや宮城県消費生活センター

に掲示していますので、該当の製品がないかよく確認しましょう。 

『消費者庁リコール情報サイト』 

http://www.recall.go.jp/ 

夏の製品事故に気をつけましょう 

 本格的な夏を迎える前に、冷房器具などの準備をされているのではないでしょうか？しかし、

冷房器具を使用する際は注意が必要です。今回は、夏に発生しやすい製品事故の事例を紹介し

ます。しっかり読んで、快適な夏を過ごしましょう。 

ｎｉｔｅ（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 「夏 くらしの中のかくれた危険」より一部抜粋 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

意思表示の判断 言葉による意思表示 態度による意思表示 

拒絶している 

いりません 

関心がありません 

お断りします 

応答もせずにそのまま電話を切

ることを繰り返す 

拒絶していない 
今は忙しいので後日にして欲しい 

家族に相談してから 

「訪問販売お断り」とのみ記載さ

れた張り紙等を貼っておく 

※法律で禁止されている再勧誘を受けて、不本意な契約をしてしまった場合でも、契約を無条件で 

解約できるわけではありません･･･。 

必要ない場合は「キッパリ、ハッキリ断る」ことが大切です！！ 

 

 

 

 

 

７月１日から消費者ホットライン「１８８（嫌や）」がスタートします！ 

消費者を守る消費生活のルール～再勧誘の禁止～ 

お住まいの地域でその日相談できる消費生活窓口をご案内する消費者ホットライン（０５７０－

８６４－３７０）の番号が 7 月 1 日から、3 桁の『１８８（嫌や）』番でもご利用できるようにな

ります！ 

どこの消費生活相談窓口に相談したらよいか分からない時は、分からないから諦めるのではな

く、消費者ホットライン『１８８（嫌や）』をご利用ください！ 

 

●悪質商法による被害、訪問販売・通信販売等による事業者とのトラブル 

●産地の偽装、虚偽の広告など不適切な表示に関する事業者とのトラブル 

●安全性を欠く製品やエステティックサービスによる身体への被害 など･･･ 
 

1人で悩まず、消費生活相談窓口に相談しましょう！ 

特定商取引法では、電話勧誘販売や訪問販売において、一度勧誘を断った消費者に対し、再度

勧誘することを禁止しています。 

消費生活相談窓口ではこのような相談を受け付けています 

勧誘する際の事業者のルール 

① 勧誘に先立って、氏名や勧誘目的であることなどを明示しなくてはならない 

② 勧誘を受ける意思があるかどうか確認するよう努めなければならない 

 

契約しない意思表示をした人に対しては 

① そのまま勧誘を続けてはいけない。 

② 後日改めて訪問して勧誘してはいけない。 

＜事業者が禁止行為を違反した場合＞ 

事業者が禁止行為を違反した場合、主務大臣（消費者庁、経済産業省、都道府県）の指示ま

たは業務停止命令の対象となります。  
 

消費生活センターでは、そのような情報を集めて報告しています。 

そのような勧誘を受けた際は消費生活センターにぜひ情報をお寄せください。 



 

発行／宮城県消費生活センター 

0570-031640 


